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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面開口部と前面開口部とを連設状態に設けた形状の引き出しケース体を、ケース本体
の正面開口部から引き出し自在に設けた引き出し式収納ケースであって、前記ケース本体
の正面開口部の上部に開閉蓋体を上下方向に回動自在に設けるとともに、前記引き出しケ
ース体を引き出した際、前記引き出しケース体の側壁部に設けたスロープを有する被摺動
部を摺動する摺動部を前記開閉蓋体に設けて、前記引き出しケース体の引き出し方向への
移動に際して前記被摺動部を前記摺動部がスロープを登るように摺動することで前記開閉
蓋体が上方に前記引き出しケース体の引き出し方向の移動に対応して徐々に開放回動する
ように構成し、前記被摺動部は、前記引き出しケース体の側壁部にして該引き出しケース
体の前後方向に長さを有する段状部を側方に突出状態に設けた構成として、この段状部の
上面を前記摺動部が当接する構成とし、前記開閉蓋体を開放回動して前記正面開口部を開
放した状態に保持する蓋体開放保持手段を備え、この蓋体開放保持手段で開放保持した際
における前記開閉蓋体の開放回動角度を、前記被摺動部を前記摺動部が摺動することで開
放回動した際における前記開閉蓋体の開放回動角度よりも大きな角度に設定して、前記蓋
体開放保持手段で前記開閉蓋体を開放保持した際、前記被摺動部に対して前記摺動部が非
接触状態で前記引き出しケース体を引き出し得るように構成したことを特徴とする引き出
し式収納ケース。
【請求項２】
　前記摺動部は、前記開閉蓋体の内面前後位置に並設される複数の凸部で構成され、前記
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引き出しケース体の引き出し方向への移動に際して、前方位置に設けた凸部が登り摺動す
る第一スロープと、更に前記引き出しケース体が引き出し方向へ移動した際に、後方位置
に設けた凸部が登り摺動する第二スロープを前記引き出しケース体の側壁部に設けて前記
被摺動部を構成したことを特徴とする請求項１記載の引き出し式収納ケース。
【請求項３】
　前記摺動部を構成する各凸部は前記開閉蓋体に一体成形されていることを特徴とする請
求項２記載の引き出し式収納ケース。
【請求項４】
　前記蓋体開放保持手段は、前記開閉蓋体の後端部である枢着側端部に係止凸部を設け、
この開閉蓋体を前記ケース本体に対し回動させて前記正面開口部を開放した際に前記係止
凸部が係脱自在に乗り越え係止する係合凸部を、前記ケース本体の正面開口部に設けた構
成としたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の引き出し式収納ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引き出し式収納ケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、衣類や雑貨などを収納する収納ケースとして、例えば特開２０１１－４５
６９８号や特開２０１４－１４４１４３号に開示される収納ケース（以下、従来例という
。）を提案している。
【０００３】
　これら従来例は、上面開口部を有する引き出しケース体を、ケース本体の正面開口部か
ら引き出し自在に設けた所謂引き出し式収納ケースであり、例えば部屋のコーナーに配置
したり押入れ内に配置したりなど、奥行きスペースを有効に利用した収納が可能であり非
常に便利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－４５６９８号公報
【特許文献２】特開２０１４－１４４１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前述した引き出し式収納ケースについて更なる研究開発を進め、その結果、
極めて商品価値の高い画期的な引き出し式収納ケースを開発した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００７】
　上面開口部１’と前面開口部１”とを連設状態に設けた形状の引き出しケース体１を、
ケース本体２の正面開口部２ａから引き出し自在に設けた引き出し式収納ケースであって
、前記ケース本体２の正面開口部２ａの上部に開閉蓋体３を上下方向に回動自在に設ける
とともに、前記引き出しケース体１を引き出した際、前記引き出しケース体１の側壁部１
ａに設けたスロープを有する被摺動部４を摺動する摺動部５を前記開閉蓋体３に設けて、
前記引き出しケース体１の引き出し方向への移動に際して前記被摺動部４を前記摺動部５
がスロープを登るように摺動することで前記開閉蓋体３が上方に前記引き出しケース体１
の引き出し方向の移動に対応して徐々に開放回動するように構成し、前記被摺動部４は、
前記引き出しケース体１の側壁部１ａにして該引き出しケース体１の前後方向に長さを有
する段状部を側方に突出状態に設けた構成として、この段状部の上面を前記摺動部５が当
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接する構成とし、前記開閉蓋体３を開放回動して前記正面開口部２ａを開放した状態に保
持する蓋体開放保持手段を備え、この蓋体開放保持手段で開放保持した際における前記開
閉蓋体３の開放回動角度を、前記被摺動部４を前記摺動部５が摺動することで開放回動し
た際における前記開閉蓋体３の開放回動角度よりも大きな角度に設定して、前記蓋体開放
保持手段で前記開閉蓋体３を開放保持した際、前記被摺動部４に対して前記摺動部５が非
接触状態で前記引き出しケース体１を引き出し得るように構成したことを特徴とする引き
出し式収納ケースに係るものである。
【０００８】
　また、前記摺動部５は、前記開閉蓋体３の内面前後位置に並設される複数の凸部５ａ，
５ｂで構成され、前記引き出しケース体１の引き出し方向への移動に際して、前方位置に
設けた凸部５ａが登り摺動する第一スロープ４ａと、更に前記引き出しケース体１が引き
出し方向へ移動した際に、後方位置に設けた凸部５ｂが登り摺動する第二スロープ４ｂを
前記引き出しケース体１の側壁部１ａに設けて前記被摺動部４を構成したことを特徴とす
る請求項１記載の引き出し式収納ケースに係るものである。
【０００９】
　また、前記摺動部５を構成する各凸部５ａ，５ａは前記開閉蓋体３に一体成形されてい
ることを特徴とする請求項２記載の引き出し式収納ケースに係るものである。
【００１０】
　また、前記蓋体開放保持手段は、前記開閉蓋体３の後端部である枢着側端部に係止凸部
３ａを設け、この開閉蓋体３を前記ケース本体２に対し回動させて前記正面開口部２ａを
開放した際に前記係止凸部３ａが係脱自在に乗り越え係止する係合凸部２ｂを、前記ケー
ス本体２の正面開口部２ａに設けた構成としたことを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項に記載の引き出し式収納ケースに係るものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は上述のように構成したから、引き出しケース体への収納物の出し入れが良好に
行えて非常に使い勝手が良く、しかも、例えば開閉蓋体を手で掴んで開閉せずとも、引き
出しケース体を引き出す操作に伴って開閉蓋体が開閉するという、その操作性と機能性が
優れるといった消費者の購買意欲をそそる付加価値が得られることになるなど、極めて商
品価値の高い画期的な引き出し式収納ケースとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施例を示す斜視図である。
【図２】本実施例を示す分解斜視図である。
【図３】本実施例の動作説明図である。
【図４】本実施例の動作説明図である。
【図５】本実施例の動作説明図である。
【図６】本実施例の動作説明図である。
【図７】本実施例の要部の説明図である。
【図８】本実施例の要部の動作説明図である。
【図９】本実施例の要部の動作説明図である。
【図１０】本実施例の動作説明図である。
【図１１】本実施例の動作説明図である。
【図１２】本実施例の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００１４】
　引き出しケース体１を引き出した際、引き出しケース体１の側壁部１ａに設けたスロー
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プを有する被摺動部４を、開閉蓋体３に設けた摺動部５が摺動し、この引き出しケース体
１の引き出し方向への移動に際して被摺動部４を摺動部５が摺動することで開閉蓋体３が
上方に開放回動する。この際、引き出しケース体１は引き出された状態となり、上面開口
部１’から収納物の出し入れが行えることになる為、引き出しケース体１の奥側への収納
物の出し入れが良好に行える。
【００１５】
　つまり、例えば、引き出しケース体１の奥側に収納物を出し入れする場合には、引き出
しケース体１を引き出す操作を行なえさえすれば良い。
【００１６】
　また、本発明は、開閉蓋体３は例えば手で掴んで開閉回動させることができ、この開放
回動させた開閉蓋体３は蓋体開放保持手段でケース本体２の正面開口部２ａを開放した状
態が保持され、更に、この蓋体開放保持手段で開放保持した際における開閉蓋体３の開放
回動角度を、被摺動部４を摺動部５が摺動することで開放回動した際における開閉蓋体３
の開放回動角度よりも大きな角度に設定しており、よって、蓋体開放保持手段で開閉蓋体
３を開放保持した状態において、被摺動部４に対して摺動部５が非接触状態となる。
【００１７】
　つまり、例えば引き出しケース体１の手前側に収納物を出し入れする場合、開閉蓋体３
を開放回動すれば、引き出しケース体１はケース体２から引き出さなくても、引き出しケ
ース体１の前面開口部１”及びケース本体２の正面開口部２ａから収納物を出し入れでき
る。この際、大きく開放回動させて開閉蓋体３の開放状態を蓋体開放保持手段で保持して
おけば引き出しケース体１の前面開口部１”及びケース本体２の正面開口部２ａから収納
物を良好に出し入れできる。
【００１８】
　更に、この開閉蓋体３を蓋体開放保持手段で開放保持した状態で、引き出しケース体１
を引き出す必要が生じた場合など、被摺動部４に対して摺動部５が非接触状態であるから
、開閉蓋体３が搖動したりせずスムーズな引き出しケース体１の引き出しが可能となる。
【００１９】
　以上のように、本発明は、引き出しケース体１の手前側と奥側への収納物の出し入れが
簡易且つ良好に行えることになる。
【実施例】
【００２０】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００２１】
　本実施例は、上面開口部１’と前面開口部１”とを連設状態に設けた形状の引き出しケ
ース体１を、ケース本体２の正面開口部２ａから引き出し自在に設けた引き出し式収納ケ
ースである。
【００２２】
　以下、本実施例に係る構成各部について詳細な説明をする。
【００２３】
　引き出しケース体１は、図１，２に図示したように適宜な合成樹脂製の部材で一体成形
したものであり、夫々方形板状の底壁部１ｂ，左右側壁部１ａ及び後壁部１ｃとから成り
、上面開口部１’と前面開口部１”とを連設状態に設けた箱状体である。
【００２４】
　また、引き出しケース体１の正面部（底壁部１ｂの先端部）には背の低い正面立ち上が
り部１ｄが設けられ、この正面立ち上がり部１ｄは、後述するケース本体２の開閉蓋体３
とともにケース本体２の正面開口部２ａを覆うように構成し、引き出しケース体１を引き
出す際の指掛け部１ｄ’が設けられている。
【００２５】
　また、引き出しケース体１は、図３に図示したようにケース本体２の正面開口部２ａか
ら差し込み収納し得るように構成されており、この引き出しケース体１の側壁部１ａには
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、収納状態の引き出しケース体１を引き出した際、後述する開閉蓋体３に設けた摺動部５
が登り摺動するスロープを有する被摺動部４が設けられている。尚、引き出しケース体１
の側壁部１ａに摺動部を設け、この摺動部が摺動する被摺動部を開閉蓋体３に設けても良
い。
【００２６】
　この被摺動部４は、引き出しケース体１の左右側壁部１ａの内面にして該引き出しケー
ス体１の前後方向に長さを有する段状部を内方に突出状態に設けた構成としており、具体
的には、引き出しケース体１の引き出し方向への移動に際して、後述する開閉蓋体３の前
方位置に設けた凸部５ａが登り摺動する第一スロープ４ａと、更に引き出しケース体１が
引き出し方向へ移動した際に、後方位置に設けた凸部５ｂが登り摺動する第二スロープ４
ｂを前記引き出しケース体１の左右側壁部１ａに階段状に設けて被摺動部４を構成してい
る。
【００２７】
　この第一スロープ４ａよりも第二スロープ４ｂを高い位置に設け且つ互いに勾配を異な
らせて設けており（第一スロープ４ａの方が急勾配）、よって、開閉蓋体３は、引き出し
ケース体１の引き出し方向への移動に際して、大きく分けて二段階に開放作動を行うよう
に構成されている。
【００２８】
　また、第一スロープ４ａと第二スロープ４ｂとの間には水平状の第一平坦部４ｃが設け
られ、第二スロープ４ｂの上部から後方には水平状の第二平坦部４ｄが設けられて被摺動
部４が構成されている。尚、本実施例では、第一平坦部及４ｃ及び第二平坦部４ｄを水平
状としたが、いずれか一方若しくは双方に勾配を持たせても良い。
【００２９】
　尚、引き出しケース体１内を前後に仕切る仕切り体を設けても良い。
【００３０】
　ケース本体２は、図１，２に図示したように適宜な合成樹脂製の部材で成形したもので
あり、夫々方形状の天壁部２ｃ，底壁部２ｄ，左右側壁部２ｅ及び後壁部２ｆとから成り
、方形状の正面開口部２ａを有するケース状体である。
【００３１】
　また、ケース本体２は、正面開口部２ａから引き出しケース体１を差し込み収納し得る
ように構成されており、このケース本体１に対して引き出しケース体２を完全に収納状態
（収納完了位置）とした際、引き出しケース体１の正面立ち上がり部１ｄの上端部に近接
状態してケース本体２の正面開口部２ａを覆う開閉蓋体３を該正面開口部２ａの上縁部に
上下方向に回動自在に設けている。
【００３２】
　この開閉蓋体３の後端部左右位置に軸部３ｂが突設されており、この左右の軸部３ｂを
ケース本体２の正面開口部２ａの上縁部に設けた孔状の軸受部２ｇに回動自在に連結して
いる。
【００３３】
　また、開閉蓋体３は、前述した被摺動部４を摺動する摺動部５が設けられており、引き
出しケース体１の引き出し方向への移動に際して被摺動部４を摺動部５が摺動することで
開閉蓋体３が上方に開放回動するように構成されている。
【００３４】
　この摺動部５は、開閉蓋体３の内面左右位置にして内面前後位置に並設され互いに高さ
の異なる一対の凸部５ａ，５ｂ（後方の凸部５ｂの方が高い）で構成され、引き出しケー
ス体１の引き出し方向への移動に際して、前方位置に設けた凸部５ａが第一スロープ４ａ
を登り摺動し（図４参照）、更に引き出しケース体１が引き出し方向へ移動した際に、後
方位置に設けた凸部５ｂが第二スロープ４ｂを登り摺動する（図５，６参照）。尚、本書
面において、開閉蓋体３における前後とは、開閉蓋体３を開放した際に上方を向く側が前
端部であり、ケース本体２に枢着される側が後端部である。
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【００３５】
　また、本実施例は、摺動部５を構成する凸部５ａ，５ａは開閉蓋体３に一体成形されて
いる。
【００３６】
　また、本実施例では、開閉蓋体３を開放回動して正面開口部２ａを開放した状態に保持
する蓋体開放保持手段を備え、この蓋体開放保持手段で開放保持した際における開閉蓋体
３の開放回動角度を、被摺動部４を摺動部５が摺動することで開放回動した際における開
閉蓋体３の開放回動角度よりも大きな角度に設定して、蓋体開放保持手段で開閉蓋体３を
開放保持した際、被摺動部４に対して摺動部５が非接触状態で引き出しケース体１を引き
出し得るように構成している。
【００３７】
　この蓋体開放保持手段は、図７～９に図示したように開閉蓋体３の後端部である枢着側
端部に係止凸部３ａを設け、この開閉蓋体３をケース本体２に対し回動させて正面開口部
２ａを開放した際に係止凸部３ａが係脱自在に乗り越え係止する係合凸部２ｂを、ケース
本体２の正面開口部２ａに設けた構成としている。
【００３８】
　本実施例では、前述した開閉蓋体３の軸部３ｂが弾性を有しており、この軸部３ｂの弾
性を伴ってより良好に係止凸部３ａが係合凸部２ｂを乗り越え係止することになる。
【００３９】
　本実施例は上述のように構成したから、引き出しケース体１を引き出した際、引き出し
ケース体１の側壁部１ａに設けたスロープを有する被摺動部４を、開閉蓋体３に設けた摺
動部５が摺動し、この引き出しケース体１の引き出し方向への移動に際して被摺動部４を
摺動部５が摺動することで開閉蓋体３が上方に開放回動する。この際、引き出しケース体
１は引き出された状態となり、上面開口部１’から収納物の出し入れが行えることになる
為、引き出しケース体１の奥側への収納物の出し入れが良好に行える。
【００４０】
　つまり、例えば、引き出しケース体１の奥側に収納物を出し入れする場合には、引き出
しケース体１を引き出す操作を行なえさえすれば良い。
【００４１】
　また、本実施例は、開閉蓋体３は例えば手で掴んで開閉回動させることができ、この開
放回動させた開閉蓋体３は蓋体開放保持手段でケース本体２の正面開口部２ａを開放した
状態が保持され、更に、この蓋体開放保持手段で開放保持した際における開閉蓋体３の開
放回動角度を、被摺動部４を摺動部５が摺動することで開放回動した際における開閉蓋体
３の開放回動角度よりも大きな角度に設定しており、よって、蓋体開放保持手段で開閉蓋
体３を開放保持した状態において、被摺動部４に対して摺動部５が非接触状態となる。
【００４２】
　つまり、例えば引き出しケース体１の手前側に収納物を出し入れする場合、開閉蓋体３
を開放回動すれば、引き出しケース体１はケース体２から引き出さなくても、引き出しケ
ース体１の前面開口部１”及びケース本体２の正面開口部２ａから収納物を出し入れでき
る。この際、大きく開放回動させて開閉蓋体３の開放状態を蓋体開放保持手段で保持して
おけば引き出しケース体１の前面開口部１”及びケース本体２の正面開口部２ａから収納
物を良好に出し入れできる。
【００４３】
　更に、この開閉蓋体３を蓋体開放保持手段で開放保持した状態で、引き出しケース体１
を引き出す必要が生じた場合など、被摺動部４に対して摺動部５が非接触状態であるから
、開閉蓋体３が搖動したりせずスムーズな引き出しケース体１の引き出しが可能となる。
【００４４】
　以上のように、本実施例は、引き出しケース体１の手前側と奥側への収納物の出し入れ
が簡易且つ良好に行えることになる。
【００４５】
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　よって、本実施例によれば、引き出しケース体１への収納物の出し入れが良好に行えて
非常に使い勝手が良く、しかも、例えば開閉蓋体３を手で掴んで開閉せずとも、引き出し
ケース体１を引き出す操作に伴って開閉蓋体３が開閉するという、その操作性と機能性が
優れるといった消費者の購買意欲をそそる付加価値が得られることになる。
【００４６】
　また、本実施例は、被摺動部４は、引き出しケース体１の側壁部１ａの内面にして該引
き出しケース体１の前後方向に長さを有する段状部を突出状態に設けたから、摺動部５が
被摺動部４の外側に外れることなく良好に摺動が行われることになる。
【００４７】
　また、本実施例は、摺動部５は、開閉蓋体３の内面前後位置に並設される複数の凸部５
ａ，５ｂで構成され、引き出しケース体１の引き出し方向への移動に際して、前方位置に
設けた凸部５ａが登り摺動する第一スロープ４ａと、更に引き出しケース体１が引き出し
方向へ移動した際に、後方位置に設けた凸部５ｂが登り摺動する第二スロープ４ｂを引き
出しケース体１の側壁部１ａに設けて被摺動部４を構成したから、仮にスロープが一つで
ある場合に比し、被摺動部４に対する摺動部５の登りが急にならず確実に且つ円滑に開閉
蓋体３が開閉することになる。
【００４８】
　また、本実施例は、摺動部５を構成する各凸部５ａ，５ａは開閉蓋体３に一体成形され
、且つ、被摺動部４は引き出しケース体１に一体成形されているから、簡易構造にして量
産性に秀れることになる。
【００４９】
　また、本実施例は、蓋体開放保持手段は、開閉蓋体３の後端部である枢着側端部に係止
凸部３ａを設け、この開閉蓋体３をケース本体２に対し回動させて正面開口部２ａを開放
した際に係止凸部３ａが係脱自在に乗り越え係止する係合凸部２ｂを、ケース本体２の正
面開口部２ａに設けた構成としたから、確実に開閉蓋体３の開放状態を保持することがで
き、簡易構造にして量産性に秀れることになる。
【００５０】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【符号の説明】
【００５１】
　１　引き出しケース体
　１’　上面開口部
　１”　前面開口部
　１ａ　側壁部
　２　ケース本体
　２ａ　正面開口部
　２ｂ　係合凸部
　３　開閉蓋体
　３ａ　係止凸部
　４　被摺動部
　４ａ　第一スロープ
　４ｂ　第二スロープ
　５　摺動部
　５ａ　凸部
　５ｂ　凸部
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